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お知らせ４月

周
防
大
島
町
奨
学
生
募
集

　

周
防
大
島
町
奨
学
資
金
貸
付
規

則
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
奨
学
生

を
募
集
し
ま
す
。

■
対
象
　
高
校
生
（
向
学
心
に
富

み
、
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
就
学

す
る
こ
と
が
困
難
な
人
）

■
募
集
人
員
　
若
干
名

■
貸
与
額
　
月
額
２
万
円

■
申
し
込
み
方
法
　
周
防
大
島
町

教
育
委
員
会
（
総
務
課
）
ま
た
は

久
賀
・
大
島
・
橘
の
各
公
民
館
に

備
え
付
け
の
貸
与
願
に
そ
の
他
必

要
書
類
を
添
え
て
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

■
返
還
方
法
　
卒
業
後
１
箇
年
を

経
過
し
た
翌
月
か
ら
、
貸
与
を
受

け
た
期
間
の
２
倍
の
期
間
内
に
、

そ
の
全
額
を
月
賦
ま
た
は
半
年
賦

で
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
申
込
期
限
　
５
月
15
日
㈬
ま
で
に

周
防
大
島
町
教
育
委
員
会（
総
務
課
）

ま
た
は
久
賀
・
大
島
・
橘
の
各
公
民

館
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

教
育
委
員
会　

総
務
課

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
０
７
０
０

教
育
委
員
会
社
会
教
育
課

臨
時
職
員
募
集

■
予
定
人
員　

１
名

■
職
務
内
容　

ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン

ト
補
助
・
そ
の
他
事
務
補
助
全
般

■
採
用
予
定
期
間　

　

5
月
10
日
㈮
～
翌
年
3
月
31
日
㈪

※
勤
務
状
況
に
よ
り
継
続
雇
用
も

あ
り
ま
す
。

■
勤
務
条
件
等　

　

月
の
う
ち
10
～
12
日
程
度
（
原

則
、
月
曜
～
金
曜
）

・
勤
務
時
間　

午
前
8
時
30
分
か

ら
午
後
5
時
15
分
ま
で

・
勤
務
地　

東
和
総
合
セ
ン
タ
ー

・
報
酬
額　

町
規
定
に
よ
る

■
資
格
等　

　

普
通
自
動
車
免
許
、
パ
ソ
コ
ン

の
基
本
操
作
が
で
き
る
こ
と

■
申
し
込
み
方
法　

　

4
月
30
日
㈫
ま
で
に
履
歴
書
を

郵
送
ま
た
は
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

〒
７
４
２
‐
２
５
１
２

　

周
防
大
島
町
大
字
平
野
２
６
９

番
地
44　

周
防
大
島
町
教
育
委
員

会　

社
会
教
育
課　

ス
ポ
ー
ツ
振

興
班

■
面
接
等　

別
途
通
知

■
問
い
合
せ　

　

社
会
教
育
課　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
班

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
５
０
４
８

久
賀
総
合
支
所
　
　

日
直
員
募
集

■
募
集
人
員　

１
名
（
当
番
制
）

■
勤
務
内
容
等　

　

電
話
等
の
応
対
や
各
種
届
出
の

受
付
等
の
日
直
業
務

（
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操
作
の
で
き

る
人
）

■
勤
務
地　

久
賀
庁
舎　

宿
日
直
室

■
採
用
時
期　

６
月
１
日
㈯
～
平

募
集

〈橘斎場使用時間〉
火葬時間

（Ⅰ炉、Ⅱ炉交互使用） 葬儀時間・利用種別

Ａ 自　午前　８時００分
至　午前１０時００分

　火葬のみ利用可能
（火葬棟での通夜が可能）

Ｂ 自　午前　９時００分
至　午前１１時００分 　火葬のみ利用可能

Ｃ 自　午前１１時００分
至　午後　１時００分

火葬のみ、葬儀後火葬どちらも可
※葬儀時間　午前 10 時～午前 11 時
葬儀利用の場合、霊安室の利用・葬儀棟での通夜が可能

Ｄ 自　午後　１時３０分
至　午後　３時３０分 　火葬のみ利用可能

Ｅ 自　午後　３時００分
至　午後　５時００分

火葬のみ、葬儀後火葬どちらも可
※葬儀時間　午後２時～午後３時

　

橘
斎
場
葬
儀
場
は
平
成
25
年
４
月
３
日
か
ら
供

用
開
始
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
火
葬
の
利
用
回

数
を
増
や
す
た
め
、
橘
斎
場
の
火
葬
時
間
を
左
表

の
と
お
り
変
更
し
て
お
り
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
掛

け
し
て
お
り
ま
す
が
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
ご

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
生
活
衛
生
課

☎ 

０
８
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ー　橘斎場使用時間を変更します　ー


